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【本制度の目的】
良好な都市景観の形成上の価値を有する建築物等を都市景観資源として

登録し、広く市民の方に知ってもらい地域の景観に関心をもってもらうことで、市
民の地域への愛着や誇りを醸成し、地域の特性を生かした景観づくりを進めてい
くことを目的としている。
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【登録～活用】
平成19 年度の北区・旭区を始まりに、平成29 年度末の東住吉区・西成区の

登録をもって、市内全24 区での登録を完了している。登録が完了した区から、
まちあるきイベントの実施等で活用を行っている。


